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議第１１号 

   訴えの提起について 

 次のとおり訴えを提起する。 

   令和４年３月１日提出 

橿原市長 亀田 忠彦    

１ 被告となるべき者の住所及び氏名 

  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

  ■■■■■■ 

 

２ 請求の要旨 

  市は、次に掲げる判決及び仮執行の宣言を求める。 

（１）被告は、原告橿原市に対し、改良住宅を明渡せ。 

（２）被告は、原告橿原市に対し、金１４，９００円及びこれに対する令和３年６月１日

から支払済まで年３分の割合による金員を支払え。 

（３）被告は、原告橿原市に対し、令和３年１２月２９日から明渡し済みまで１か月当た

り金１４，９００円の金員を支払え。 

（４）訴訟費用は、被告の負担とする。 

 

３ 本件に関する取扱い 

（１）判決の結果必要があるときは、上訴することができる。 

（２）訴訟において必要があるときは、請求の趣旨を変更し、若しくは追加し、又は和解

し、若しくは訴えを取り下げることができる。 

 

 

理由 訴えの提起について、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に基づき、議会の

議決を求めるもの 
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議第１２号 

奈良県広域消防組合規約の変更について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、奈良県広域消防組合規約（平成２６年奈良県指令市町村第１０２０号）の一部を次のとお

り変更することについて、同法第２９０条の規定により議会の議決を求める。 

令和４年３月１日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

奈良県広域消防組合規約の一部を変更する規約 

奈良県広域消防組合規約（平成２６年奈良県指令市町村第１０２０号）の一部を次の表のように変更する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（議会の組織） 

第５条 組合の議会の議員（以下「組合議員」という。）の定数は２５人とし、別表

（え）欄に掲げる市町村の協議に基づき別に定めるところにより、同表（う）欄に掲げ

る議員の数の組合議員を、当該区分を構成する市町村の長又は議員の中から選出する。 

２ （略） 

（議員の任期） 

第６条 組合議員の任期は、１年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

 

別表（第５条、第８条、第１０条関係） 

（あ） （い） （う） （え） 

代表市町村長 代表市町村長の選出区 議員の数 議員の選出区分を構成

（議会の組織） 

第５条 組合の議会の議員（以下「組合議員」という。）の定数は２６人とし、別表

（え）欄に掲げる市町村の協議に基づき別に定めるところにより、同表（う）欄に掲げ

る議員の数の組合議員を、当該区分を構成する市町村の議員の中から選出する。 

２ （略） 

（議員の任期） 

第６条 組合議員の任期は、２年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

２ 組合議員の任期の始期は、組合の条例で定める。 

別表（第５条、第８条、第１０条関係） 

（あ） （い） （う） （え） 

代表市町村長 代表市町村長の選出区 議員の数 議員の選出区分を構成
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改    正    前 改    正    後 

の選出区分 分を構成する市町村 する市町村 

（略） 

第６区分 吉野町、大淀町、下市

町、黒滝村、天川村、

下北山村、上北山村、

川上村及び東吉野村 

２人 吉野町、下北山村、上

北山村、川上村及び東

吉野村 

（略） 
 

の選出区分 分を構成する市町村 する市町村 

（略） 

第６区分 吉野町、大淀町、下市

町、黒滝村、天川村、

下北山村、上北山村、

川上村及び東吉野村 

３人 吉野町、下北山村、上

北山村、川上村及び東

吉野村 

（略） 
 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規約は、令和４年７月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、奈良県知事の許可のあった日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規約の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において組合議員である者の任期は、その日に満了する。 

（準備行為） 

３ この規約による改正後の第５条第１項及び第６条に規定する必要な行為は、施行日前においても、同条の規定の例により行うことができる。 

 

 

理由 組合議会議員の人数、選任方法及び任期について、同組合規約に所要の変更を行うもの 


